
 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書 

 

 

当施設が提供するサービス内容、注意していただく事項について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特別養護老人ホーム ジョイトピアおおさ 

１．事業者 

 (1)法人名    社会福祉法人 新市福祉会 

 (2)所在地    広島県福山市新市町大字下安井３５００番地 

 (3)電話番号   （０８４７）５１－３２１１ 

 (4)代表者氏名  理事長 寺岡 暉 

 (5)開園年月   １９９６年（平成８年）２月１日 

 

２．事業所 

(1) 事業所の種類 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

(2) 事業所の名称 特別養護老人ホーム ジョイトピアおおさ 

(3) 所在地    広島県福山市新市町大字下安井３５００番地 

(4) 電話番号   （０８４７）５１－３２１１ 

(5) 施設長    鎌倉 昌子 

(6) 入所定員   ５０人 

(7) 勤務体制 

職種 
現員

（人） 

 

職種 
現員

（人） 

施設長 １ 介護支援専門員 １ 

副施設長 １ 看護師 ３ 

事務長 １ 機能訓練指導員 １ 

事務員 １ 介護職員 ２０ 

管理栄養士 １ 介護職員（ﾊﾟｰﾄ） ４ 

生活相談員 ２ フレンドワーカー ３ 

 ※介護職員及び看護職員の数（常勤換算）：入所者の数＝１：３ 

(8) 運営方針 

○高齢者福祉文化の里として、地域交流、文化活動に積極的に関与する。 

   ○利用者の自己決定、自立支援を目的に側面的援助を行う。 

   ○施設介護サービス計画に基づいた専門的接遇向上につとめる。 

   ○地域福祉（コミュニティーケア）への貢献をめざす。 

 

３．サービスと利用料金 

(1)介護保険給付対象のサービス 

食事 

○ 管理栄養士が、利用する方の好み、栄養、食事形態に配慮した食事を提供します。 

○ 生活リズムを保つため、食堂で食事していただくことを原則とします。 

○ 食事時間は（朝食７：３０～ 昼食１２：００～ 夕食１８：００～）です。 

入浴 

○ 週 2回利用いただけます。（医学的判断で入浴できないときは清拭をします） 

○ 機械浴槽を利用することで、寝たきりの方でも入浴いただけます。 



排泄 

○ 利用する方の身体状態に応じた、排泄の介助をいたします。 

○ おしめを使用されている方のおしめ交換を適時行います。 

その他 

○ 機能訓練、移動の介助、レクリエーションへの参加、整容の介助、健康管理 

 

(2)介護保険給付対象外のサービス（以下の料金は実費負担となります。） 

食費            １,６５０円／日（食事の回数に関係なく１日単位です。） 

居住費            ８５５円／日 

※介護保険負担限度額の申請により料金は減額されます。（詳細は料金表を参照） 

理美容サービス       １,０００円（パーマ等は別に実費） 

医療費            個人負担 

通常の食事以外の飲食代    個人負担 

個人の所有となる衣類等の物品 個人負担 

 

（3）日常生活品費 

 項目 費用 備考 

現金管理・支払代行 

 

５００円/月 
「小遣い」の預かり、医療費

等の支払い代行 

通院・入院時の移送サービス 

１０㎞未満 ５００円/片道 協力医療機関（寺岡記念病

院）への移送ではいただきま

せん。 
１０㎞以上 １，０００円/片道 

テレビレンタル（電気代含む）  ２００円/日 施設から貸出す場合 

個人持込器具電気代 
テレビ ５０円/日   

電気毛布 ５０円/日 

ボックスティッシュ  ５０円/個 居室で個人に使用する場合 

口腔ケア用ブラシ  １００円/本   

コピー（複写代）  １００円/１枚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【サ－ビス利用料金】（円） 

要介護度 基本料金 

要介護１ ５８９／日 

要介護２ ６５９／日 

要介護３ ７３２／日 

要介護４ ８０２／日 

要介護５ ８７１／日 

【各加算】 

※算定できる場合により 

加算区分 費用 内容 

初期加算 ３０円／日 
初回入所、長期入院（30日以上）後、入所から 30日間

加算 

安全対策体制加算 ２０円／日 

入所時１回のみ 

担当者が配置され、施設内に安全対策部門設置し安全

対策体制が整備されている場合 

日常生活継続支援加算 ３６円／日  

看護体制加算Ⅰ・Ⅱ １９円／日  

夜勤職員配置加算Ⅰ ２８円／日  

療養食加算 ６円／回 医師の指示に基づき糖尿食等の療養食を提供した場合 

外泊時費用 ２４６円／日 外泊、入院の場合１月に 6日を限度として算定 

看取り介護加算 

７２円／日 

１４４円／日 

７８０円／日 

１,５８０円／日 

死亡日以前 31日以上 45日以下 

死亡日以前 4日以上 30日以下 

死亡日の前日及び前々日 

死亡日 

左記期間の 

ターミナルケアに対

して加算 

配置医師緊急時対応加算 
６５０円／回 

１，３００円／回 

早朝・夜間に医師が施設を訪問し診療を行った場合 

深夜に医師が施設を訪問し診療を行った場合 

協力医療機関連携加算 １００円／月 
協力医療機関（寺岡記念病院）との間で、病歴等の情

報を共有し、定期的に会議を行った場合 

高齢者施設等感染対策向

上加算 
１０円／月 

協力医療機関（寺岡記念病院）との間で、新興感染症

発症者に対し、適切な対処を行うため協議し、手順を

決め、受診時等の対応を取り決める 

新興感染症等施設療養費 ２４０円／日 
厚生労働省が定めた感染症に感染し、適切な対処を行

った場合 

経口移行加算 ２８円／日 
経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を

作成している場合、作成から 180日以内で加算 



経口維持加算 ４００円／月 

入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価

されていること 

医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養

士が栄養管理を行う 

医師・管理栄養士・看護職員・その他の職種の者が共同

して食事の観察や経口維持計画を作成している場合 

退所前訪問 

相談援助加算 
４６０円／回 退所前に居宅を訪問し、相談援助を行った場合 

退所後訪問 

相談援助加算 
４６０円／回 退所後に居宅を訪問し、相談援助を行った場合 

退所時相談援助加算 ４００円／回 退所時、介護状況を居宅サービスに情報提供した場合 

退所前連携加算 ５００円／回 
退所前に居宅介護支援事業所と連携してサービス調整

を行った場合 

 

【厚労省へ情報を提出する加算】（科学的介護情報システムの活用） 

※算定出来る場合のみ必要となります 

加算区分 費用 内容 

科学的介護推進体制加算 ５０円／月 
入所者の心身の状況等の基本的な情報を厚労省へ提出

し、入所者のケアに必要な情報を活用 

生産性向上推進体制加算 １００円／月 
見守りセンサーや ICT に通じる通信機器等を活用し、

業務の改善を図った場合 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 
１２円／月 

Ⅰ・Ⅱ併算不可 
 

ＡＤＬ維持加算 
(Ⅰ) ３０円／月 

(Ⅱ) ６０円／月 

利用者（６ヶ月利用）が１０人以上 

利用者全員に適切に評価できるものがＡＤＬを測定し

ＡＤＬ値や要介護認定の状況に応じた値を加え数値を

提出 

維持出来ていたら（Ⅰ）を、改善していれば（Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算 
(Ⅰ)   ３円／月 

(Ⅱ) １３円／月 

多職種で褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施し 

定期的に記録する 

３月に１回評価、褥瘡ケア計画を見直すこと 

評価結果等を厚労省へ提出すれば(Ⅰ) 

さらに褥瘡の発生がなければ(Ⅱ) 

排せつ支援加算 

(Ⅰ)１０円／月 

(Ⅱ)１５円／月 

(Ⅲ)２０円／月 

排せつに介護を要する入所者ごとに要介護状態の軽減

の見込みについて医師又は医師と連携した看護師が入

所時評価を６ヵ月に１回行う 

多職種で排せつ支援計画を作成し、支援を継続して実

施し３月に１回支援計画を見直すなど排せつの状態に

関する支援計画書などを厚労省へ提出（Ⅰ） 



排せつの状況に悪化がない又はおむつ使用ありから使

用なしに改善すれば（Ⅱ） 

排せつの状況に悪化がないかつ、おむつ使用ありから

使用なしに改善すれば（Ⅲ） 

自立支援促進加算 ３００円／月 

医師が入所者ごとに自立支援のために必要な医学的評

価を６ヶ月に１回行い、支援計画の策定等に参加して

いること 

結果等を厚労省へ提出し、必要な情報を活用 

栄養マネジメント強化加算 １１円／日 

管理栄養士を必要数配置 

低栄養のリスクが高い入所者に対して、医師・管理栄

養士・看護師等が共同して栄養ケア計画を作成し、週

三回食事の観察を行い食事の調整を行う 

入所者ごとの栄養状態等の情報を厚労省へ提出し必要

な情報を活用 

口腔衛生管理加算 
(Ⅰ)９０円／月 

(Ⅱ)１１０円／月 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に口腔ケ

アを月 2回以上行う 

歯科衛生士が介護職員へ具体的な技術助言及び指導を

行う 

歯科衛生士等が介護職員の相談などへ対応する 

入所者ごとの口腔衛生状態等の情報を厚労省へ提出し

必要な情報を活用 

介護職員等処遇改善加算 基本料金×１４％ （Ⅰ）職員の処遇改善のための加算 

※２割又は３割負担の方もいらっしゃいますので負担割合証にてご確認ください 

 

【食費・居住費の限度額の設定】※所得の低い方には次の限度額を設定します。      （円） 

「介護保険負担限度額認定証」（市町村への申請）が必要です。 

 

 

 

 対象者 食費 居住費 ３０日では 

第１段階 
・老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 
３００ ０ ９，０００ 

第２段階 
市町村民税世帯非課税かつ 

年金・所得の合計が 80万円以下 
３９０ ４３０ ２４，６００ 

第３段階① 
市町村民税世帯非課税かつ年金・所

得の合計が 80万円超 120万円以下 
６５０ ４３０ ３２，４００ 

第３段階② 
市町村民税世帯非課税かつ 

年金・所得の合計が 120万円超 
１,３６０ ４３０ ５３，７００ 

第４段階 上記以外の方 １,６５０ ９１５ ７６，９５０ 



(3)貴重品の管理 

○医療費等の支払い、介護保険証等の更新手続きの為、少額現金・印鑑の管理を行います。 

○金銭の出し入れに関して台帳を作成し、定期的に預かり残高のお知らせを契約者に対して行います。 

  

(4)利用料金の支払い方法 

 利用料金は 1ヵ月ごとに計算し、翌月請求します。翌月末までに下記の方法でお支払ください。 

○施設窓口での現金支払い 

○指定金融機関口座からの引き落とし 

  ・広島銀行   ・JAバンク   ・ゆうちょ銀行 

 

４．入所中の医療の提供について 

医療が必要となったときは、下記協力医療機関等での診療、入院治療を受けることができます。（ただ

し協力医療機関での優先的な診療、入院治療を保証、義務付けるものではありません。） 

医療機関の名称 寺岡記念病院 

所在地 福山市新市町大字新市３７    ℡（０８４７）５２－３１４０ 

 

５．苦情受付について 

(1)当事業所における苦情の受付について 

担当者：副施設長  ／ 施設長 

℡（０８４７）５１－３２１１ 

(2) 苦情処理委員会を設置しており、苦情、ご意見への適切な対応をいたします。 

 

６．介護事故について 

(1) 安全かつ適切に、質の高いサービスを提供するために、事故防止マニュアルを作成し、介護・医療事故

を防止するための体制を整備します。 

(2) 事故防止のための対策を検討する委員会を設置します。 

(3) 事故防止に対する研修を定期的に実施します。 

(4) 利用者に転倒、負傷等の介護事故が発生した場合、速やかに主治医または協力病院へ連絡する等必要

な対応をいたします。 

(5) 介護事故の記録を作成いたします。 

(6) 安全対策担当者を設置します。 

 

７．その他 

(1)面会について 

 ○面会時間については、８：３０～１７：３０頃を目安としています。 

 ○感染症流行の時期は面会方法・時間が変更となる場合があります。 

○来訪者は必ず事務所カウンターにある面会簿にご記入ください。 

 ○面会に際し、腐敗しやすい食品、薬物の持ち込みはご遠慮ください。 

(2)喫煙について 

 ○防火管理上、施設内の喫煙場所以外での喫煙はできません。 

 



８．入所時の必要物品一覧 

○ 介護保険被保険者証 

○ 介護保険負担割合証 

○ 介護保険負担限度額認定証（お持ちの方） 

○ 社会福祉法人等利用者負担減免認定証（お持ちの方） 

○ 健康保険証 （後期高齢者医療被保険者証） 

○ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（お持ちの方） 

○ 重度障害者医療費受給者証（お持ちの方） 

○ 各種年金の証書（施設管理を希望する場合） 

○ 預貯金通帳  （施設管理を希望する場合） 

○ 原爆手帳   （お持ちの方） 

○ 身体障害者手帳（お持ちの方） 

○ 療育手帳   （お持ちの方） 

○ 精神障害者福祉手帳（お持ちの方） 

○ 現金（３万円程度） 

○ 印鑑 

○ 主治医の紹介状と現在服用中の薬２週間分 

○ 身の回り物品 

・ 衣類（服５枚程度、寝衣３枚程度） 

・ 下着（５枚程度） 

・ 電気カミソリ 

・ 洗面用具一式（割れにくいコップ・ハブラシ） 

・ タオル類（バスタオル３枚、フェイスタオル５枚程度） 

・ タオルケット２枚（夏季のみ） 

・ 毛布１～２枚（冬季のみ） 

・ ＴＶ（必要な方） 

 

※すべての物品に名前を明記ください。 


